
　第２号議案 

 

 

亀岡市いじめ調査委員会条例の一部を

改正する条例の制定について 

 

　亀岡市いじめ調査委員会条例（平成２６年亀岡市条例第１９号）

の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

　　　令和８年６月８日提出 

 

　　　　　　　　　　　　　亀 岡 市 長　　桂 川 孝 裕 

 

 

亀岡市いじめ調査委員会条例の一部を改正する条例 

 

　亀岡市いじめ調査委員会条例（平成２６年亀岡市条例第１９号）

の一部を次のように改正する。 

 

　第２条中「調査審議する」を「同法第３０条第２項に定める調査

（以下「再調査」という。）及び審議を行う」に改める。 

　第１１条を第１２条とし、第７条から第１０条までを１条ずつ繰

り下げ、第６条の次に次の１条を加える。 

　（報酬） 

第７条　委員（臨時委員を含む。）の報酬の額は、次の各号に掲げ

る場合に応じ、当該各号に定める額とする。 

⑴　再調査に関する聴き取り、調査活動、報告書の作成等、高度

な 専 門 性 を 要 す る 実 務 作 業 に 従 事 し た 場 合 　 １ 日 に つ き 　

２８，０００円 

⑵　前号に掲げる以外の場合　１日につき　９，９００円 

 

　　　附　則 
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　この条例は、公布の日から施行する。 
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亀岡市いじめ調査委員会条例の一部を

改正する条例案要綱 

 

 

１　専門性の高い業務内容を反映し、委員の報酬を次のように定め

ること。 

⑴　再調査に関する聴き取り、調査活動、報告書の作成等、高度

な 専 門 性 を 要 す る 実 務 作 業 に 従 事 し た 場 合 　 １ 日 に つ き 　

２８，０００円 

⑵　前号に掲げる以外の場合　１日につき　９，９００円 

 

２　その他所要の規定整備を図ること。 

 

３　この条例は、公布の日から施行すること。 
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